
旅券等の上陸・再入国許可証の有無確認 旅券等の在留資格確認 旅券等の上陸年月日確認

旅券等の帰国印・帰国日確認 海外居住確認

あり

なし ※1

カテゴリー②
●外交  ●公用

カテゴリー③
条件付で免税可

カテゴリー④
●永住者  ●特別永住者

カテゴリー⑤⑥⑦
免税不可

6ヵ月未満

6ヵ月以上

6ヵ月未満

6ヵ月以上

外交旅券

確認できる

確認できない

外国人

日本人

旅券等による
国籍確認

上陸許可証
（シール）確認

再入国許可証
（シール）あり

あり

なし ※1

あり

なし トラステッド トラベラー 
プログラム

TTP利用 特定登録者
カード確認

在留資格確認

カテゴリー①
●短期滞在

上陸年月日確認

条件クリア

再入国許可証（シール）がある場合は、再入国日で
はなく上陸許可証（シール）で初回の入国日を確認

⇒外国に住んでいることが確認できれば免税可。

●永住者 ●特別永住者　
●日本人の配偶者等 ●永住者の配偶者等

●教授 ●教育 ●高度専門職 ●経営・管理 ●研究 ●技術・人文知識・
国際業務 ●技能 ●企業内転勤 ●介護 ●技能実習 ●特定技能 ●医療 
●芸術 ●宗教 ●報道 ●法律・会計業務 ●興行
⇒日本の事務所に勤務している者にあたるため免税販売不可。
　ただし、勤務していないことを証明できれば免税可（実質困難）。

●定住者 ⇒原則として居住者にあたるため免税販売不可。

一般旅券

特別旅券

一時帰国または
多重国籍

特別旅券の
種類確認

帰国印確認 帰国年月日確認

公用・国連・緊急旅券

海外在住確認

・・・・ひし形は確認作業によって、後続の判断が分岐するものです。　

・・・・四角は、枠内に記載されている内容に該当するかを確認し、矢印の通りに進みます。

パスポートにはスタンプ（証印）されません。
スタンプ（証印）を希望される方は，自動化ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、帰国（上陸審査）手続時には税関検査前までに、各審査場事務室の職員にお申し付け
ください。上記の時点以後は、パスポートへのスタンプ（証印）の申出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。出入（帰）国記録が必要な方については、出入（帰）国記録
に係る開示請求手続を行ってください。ただし、出入（帰）国の証明を緊急に必要とする場合には、出入（帰）国手続を行った地方入国管理官署にお問い合わせください。

【※1】<参考>自動化ゲート利用時のスタンプ（証印）について（法務省HPより抜粋）

確認Dへ

確認Cへ

非居住者判定フロー 全国免税店協会 /日本百貨店協会
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6ヵ月経過後も
免税販売可

[ 凡例 ]

在留資格 免税許可要件
● 研修
● 留学
● 文化活動
● 家族滞在

● 特定活動

〇 資格外活動許可がないこと

〇 指定書にて就労無しと判ること

確認Aへ

確認Bへ

非居住者判定フロー _W420×H297mm_A3




